
健康経営優良法人認定のメリット

あなたの会社も「健康経営」始めてみませんか？
まずは「健康企業宣言」へのエントリーを！
詳しくはコチラから(無料)

選ばれるのは
「従業員を大切にする企業」です！

Q、将来、どんな企業に就職したいか？

　このたび、経済産業省及び日本健康会議よ
り「健康経営優良法人2023」が発表されま
した。
　協会けんぽ鹿児島支部の「健康企業宣言」
にエントリーしている企業様655社（※2）のう
ち、大規模法人部門10社、中小規模法人部
門193社、合計203社が認定されました。
　認定数は、前年比120%以上となってい
ます。

　就活生・親が就職先に求めるもの、
それは「福利厚生」「健康や働き方へ
の配慮」です。
　健康経営に取り組むことにより、今
いる従業員を守るだけでなく、リクル
ート効果が期待できます。

※1 健康経営優良法人に認定されると、「従業員の健康管理を経営的な
　　視点で考え、戦略的に取り組む企業」として社会的に評価されます。
　　また、ロゴマークの使用が可能となり、企業PRに活用できます。
※2 健康経営優良法人2023の申請締切（2022年10月）時点の企業様数。
　　2023年3月31日時点では677社の企業様がエントリーしています。

出所：「健康経営銘柄2018及び健康経営優良法人
　　　（大規模法人）2018に向けて」より

※「就活生の回答」上位項目を抜粋

前年比121%

〈健康経営優良法人数〉
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【お問い合わせ先】企画総務グループ　☎099-219-1734（自動音声案内④番）

職場内で回覧をお願いします
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知っていれば安心、役立つ情報や各種ご案内を掲載しております。

協会けんぽ鹿児島支部からのお知らせ協会けんぽ鹿児島支部からのお知らせ

「健康経営優良法人2023」に鹿児島支部の多くの企業が認定！
※1



〒892-8540 鹿児島市山之口町1-10 鹿児島中央ビル6階
TEL：099-219-1734（代表） FAX：099-219-1743

～協会けんぽ鹿児島支部ホームページ～メルマガの
登録はこちら全国健康保険協会 鹿児島支部

協会けんぽ 協会けんぽ鹿児島

保健指導情報の共同利用についてのお知らせ

【お問い合わせ先】保健グループ　☎099-219-1735

保健指導に関する個人情報の共同利用について

　全国健康保険協会（協会けんぽ）では、保健指導※1を通じて加入者の皆様の健康管理及び健康増進
を図るため、保健師・管理栄養士が事業所にお伺いし、生活習慣病のリスクのある方に、生活習慣病
予防のためのサポート（保健指導）を行っています。
　協会けんぽが保健指導を行うにあたり、従業員の個人情報※2（対象者のお名前、特定保健指導支援
コース）について、事業所様と共同利用することにより、保健指導の日程調整等をさせていただきま
す。（「保健指導に関する個人情報の共同利用について」をご確認ください）
　従業員の皆様の健康維持・増進は、生産性向上や企業のイメージアップにもつながります。保健指
導は、健康経営を推進する意味でも有効なものと考えております。
　保健指導の実施について、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
※1 保健指導は、健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて行われています。
※2 平成29年5月30日の個人情報保護法改正に伴い、「保健指導の対象者であること」が要配慮個人情報となっております。

　全国健康保険協会では、保健師・管理栄養士等が、保健指導を行うにあたり、個人情報（保健指導対象
者のお名前、特定保健指導支援コース）について、事業所にお知らせし、保健指導の勧奨及び日程調整を
していただくために、それらの情報を共同利用します。
　なお、個人情報保護法では、あらかじめ本人の同意なく個人データを第三者に提供してはならないとさ
れていますが、第27条第5項第3号において、特定の者との間で共同して利用される個人データについては、
個人データを共同で利用すること、共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、
利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理責任者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、
その代表者の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いていると
きは、当該個人データの提供を受ける者は第三者に該当せず、個人情報取扱事業者は、本人の同意を得な
くても、個人データを提供することができるとされています。
　以上により、全国健康保険協会と事業所は、加入者（従業員）の保健指導に関する個人情報（保健指導
対象者のお名前、特定保健指導支援コース）を共同利用します。

1.共同利用する個人情報（個人データ）の項目
保健指導対象者のお名前、該当する特定保健指導支援コース
※健診結果データ及び相談内容は含みません。

2.共同利用者の範囲
保健指導対象者が勤務する全国健康保険協会適用事業所と全国健康保険協会

3.共同利用の目的
適用事業所としては健康経営の推進のため、全国健康保険協会としては加入者の健康の保持増進の促進
のため、協力して保健指導を進めることを目的としています。

4.個人情報の管理についての責任者
全国健康保険協会 鹿児島支部 支部長 大坪信一
〒892-8540
鹿児島県鹿児島市山之口町1-10 鹿児島中央ビル6階

≪共同利用を希望されない場合≫
本状到着後2週間以内に下記へご連絡ください。


